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１．システムへの登録

JRECOのホームページ（ http://www.jreco.or.jp ） にアクセスし、赤枠をクリックして
冷媒管理システムにログイン
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１-② 各種登録

管理者・廃棄者、取次者、充塡回収業者、統括部署、破壊・再生業者、施行規則
第49条業者などの登録は下記のボタンをクリックすることにより当該登録画面から
登録ができる。
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１-③ 階層（統括部署）登録

登録は下図に示すように最大３階層までの登録ができる。階層１レベルは事業所登録、
階層２，３は統括部署登録として行う。

階層登録が可能な事業所は｢管理者｣と｢充塡回収業者｣だけである。

この階層により、階層１のデータの集約を階層２、３へと紐付けることができる。

事業所2事業所１ 事業所3 事業所4 事業所5 事業所N

支社１

階層１

階層２ 支社２ 支社３ 支社N

本社階層３

事業所2事業所１ 事業所3 事業所4 事業所5 事業所N

支社１

階層１

階層２ 支社２ 支社３ 支社N

本社階層３
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１-④ 管理者登録

赤い枠の部分はプルダウンとなっているので、管理者・廃棄者を選択し、朱書きの必
須事項を記入する。

ポイント

複数の事業所を管理する場合は、事業
所名などが連想されるIDに事前に採番
などされた方が便利

IDを忘れた場合は再発行ができません。

他のユーザが使用しているIDは使えません。

本社情報とは、国へ算定漏えい量報告を
行う本社（管理者）です。
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１-⑤ 充塡回収業者登録

赤い枠の部分はプルダウンとなっているので、充塡回収業者を選択し、朱書きの必
須事項を記入する。

ポイント

複数の事業所を管理する場合は、事業
所名などが連想されるIDに事前に採番
などされた方が便利

IDを忘れた場合は再発行ができません。

他のユーザが使用しているIDは使えません。

第一種フロン類充塡回収業者として事業
所登録してある、都道府県全てを登録でき
ます。

さらに、システムへの登録日（導入時）まで
の既処理量、年度当初保管量などを都道
府県毎に入力することで、3月末の都道府

県報告と充塡回収業者の記録をシステム
からデータとしてダウンロードできます。
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１-⑥ 取次者登録

赤い枠の部分はプルダウンとなっているので、取次者を選択し、朱書きの必須事項
を記入する。

ポイント

複数の事業所を管理する場合は、事業
所名などが連想されるIDに事前に採番
などされた方が便利

IDを忘れた場合は再発行ができません。

他のユーザが使用しているIDは使えません。
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１-⑦ 階層２、３の登録

階層３を使用する場合は、赤枠の｢本社｣にチェックを入れて下さい。このチェックがあ
ることで階層３としての登録になります。

ポイント

階層２、階層３の登録は、管理者と充塡
回収業者だけに適応でき、データの紐付
けが可能です。
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２．システムへのログイン

登録した、IDとパスワードを入力後に｢ログイン｣をクリック
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ログインしている管理者（ユーザー）名

利用可能ポイント表示

ポイント取得口座

ポイント履歴

充塡・回収登録申請一覧（ログブック利用なし）

ログブック登録機器一覧

ログブック新規作成・追加登録

書面で交付した証明書一覧（センター登録なし）

行程管理票一覧

行程管理票作成起票（廃棄等実施者）

報告書作成・閲覧

ログイン者の登録情報閲覧・変更

副ユーザー、準ユーザーの登録

統括部署を有する組織の構築（申請）

１

２

３

４

５

６

７

10

11

12

13

１

２ ３ ４

８

９

３．システムへのログイン画面：管理者（階層１）

６

７

５

10

13

11

12

８

1414
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3-③ ポイント取得口座

銀行システムと冷媒管理システムが
10時と16時に交信し、貴社専用の指

定口座に振り込まれた金額が利用
可能ポイントに加算反映されます。
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３-③ 預かり金返却
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３-④ ポイント履歴

使用したポイントの内容
と年月日がリストされ、プ
リントすることができます。

期末残高などのプリント
で

｢預け金｣扱いで決算でき
ます。

※注：表示サンプルは実際には存在しない内容がありますが、イメージサンプルとしてご理解下さい。
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３-⑥-１ 登録されたログブックの一覧

管理者（階層１、２、３）の管理している、機器の点検・整備記録簿の一覧表示。

表示の検索機能、簡易点検・定期点検のお知らせ、製品分類表示、機器ごとの算定漏えい量と漏
えい量の履歴。（本社の管理者から、定期点検・簡易点検の履行の有無、機器ごとの算定漏えい量の確認ができる）
選択した機器の点検・整備記録簿を閲覧する場合は、赤枠内の閲覧をクリックすると内容を確認
できる。
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３-⑥-２ 登録されたログブック一覧から機器を選択・閲覧

個別の機器の点検・整備内容の閲覧

は赤枠内の閲覧をクリックする事で過
去の点検・整備内容を確認することが
できる。
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３-⑦-１ ログブックの新規作成（機器登録）

シール不要で機器管理番号
を新規採番する場合

シール付きで機器管理番号
入手済みの場合

※機器管理番号シールのご購入はトップページから
お申し込みいただけます。
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３-⑦-２ ログブックの新規作成（機器登録）

管理者は自分の機器登録をログブックに記載することができます。事前に登録している
管理者の情報は自動的に転記されますので、それ以外の機器情報を記入します。
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３-⑨ 行程管理票の履歴の一覧と帳票の確認

管理者が廃棄した機器の行程管理票のリスト及び検索ができます。それぞれの廃棄機器
の帳票も保存されていますので、電子的な帳票の保存ができます。
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３-⑩ 廃棄等実施者としての行程管理票の作成起票

行程管理票のA票には、
会社情報が自動的に
転記される（赤枠）
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この階層での情報としての算定漏えい量が出力される。

３-⑪ 報告書作成・閲覧
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算定漏えい量報告書PDF出力イメージ
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算定漏えい量報告書CSV出力イメージ
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事業所（管理者：階層1）

事業所→統括部署
（管理者：階層1→階層2）

①統括部署申請 ②統括部署申請承認
→紐付け完了

３-⑮-１ 統括部署を有する組織の構築（申請）
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３-⑮-２ 統括部署を有する組織の構築（申請）

上位階層の事業者コードを入力後に｢申請｣をクリック。

自動的に上位階層に連絡が行き、上位階層の担当者が｢承認｣をクリック
して紐付けが完了する。
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ログインしている管理者（ユーザー）名

利用可能ポイント表示

ポイント取得口座

ポイント履歴

充塡・回収登録申請一覧（ログブック利用なし）

ログブック登録機器一覧

ログブック新規作成・追加登録

書面で交付した証明書一覧（センター登録なし）

行程管理票一覧

行程管理票作成起票（廃棄等実施者）

報告書作成・閲覧

ログイン者の登録情報閲覧・変更

副ユーザー、準ユーザーの登録

統括部署を有する組織の構築（申請）

統括組織一覧

１

２

３

４

５

６

７

10

11

12

13

１
２

３
４

８

９

４．システムへのログイン画面：管理者（階層２）

６５

13

11

12

８

14

14

15

15
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下位階層の紐付けられている神奈川営業所が表示される。
この例では、営業所は１つだけだが統括紐付けした数だけ表示される。

４-⑮ 統括組織一覧
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ログインしている管理者（ユーザー）名

利用可能ポイント表示

ポイント取得口座

ポイント履歴

充塡・回収登録申請一覧（ログブック利用なし）

ログブック登録機器一覧

ログブック新規作成・追加登録

書面で交付した証明書一覧（センター登録なし）

行程管理票一覧

行程管理票作成起票（廃棄等実施者）

報告書作成・閲覧

ログイン者の登録情報閲覧・変更

副ユーザー、準ユーザーの登録

統括部署を有する組織の構築（申請）

統括組織一覧

１

２

３

４

５

６

７

10

11

12

13

１
２

３
４

８

９

５．システムへのログイン画面：管理者（階層３）

６５

13

11

12

８

14

14

15

15
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紐付けられている下位階層、2つの支社（日本冷媒関東支社、日本冷媒関西
支社）及びそれぞれの支社に紐付けられた営業所の一覧が表示される。

５-⑮ 統括組織一覧
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１
１

２

２

３
３

４

４

５

６

６

５

７ ７

８

８ ９

９

10

10

13

11

11

12

12

13

６．システムへのログイン画面：充塡回収業者
ログインしている充塡回収業者名

利用可能ポイント表示

ポイント取得口座

ポイント履歴

充塡・回収登録申請一覧（ログブック利用なし）

充塡・改修登録申請（ログブック利用なし）

ログブック登録機器一覧

ログブック新規作成・追加登録

書面で交付した証明書一覧（センター登録なし）

証明書作成・印刷（センター登録なし）

行程管理票一覧

行程管理票作成起票

報告書作成・閲覧

ログイン者の登録情報閲覧・変更

副ユーザー、準ユーザーの登録

統括部署を有する組織の構築（申請）

14

15

16

14

15

16
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６-⑧-１ 新規ログブックの機器登録作成

シール不要で機器管理番号
を新規採番する場合

シール付きで機器管理番号
入手済みの場合

※機器管理番号シールのご購入はトップページから
お申し込みいただけます。
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６-⑧-２ 新規ログブックの機器登録作成

充塡回収業者は
１票：機器登録、
２票：点検・整備の記録の記入

ができます。記入すべき項目は赤色
部分、必須項目＊となっています。

１．機器登録は管理者又は充塡回収
業者が記載できます。

２．初期登録時は、機器の設置時の
追加冷媒充塡から記入して下さい。
なお、初期冷媒充塡の記録には追加
料金は発生しません。

それ以降の整備、点検の記録は有料
となります。

１票

２票
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充塡回収業者は
１票：機器情報登録、

２票：点検時の冷媒の充塡・回収記録
を記入することで情報処理センターに
登録できます。

記入すべき項目は赤色部分、必須項
目＊となっています。

ただし、ログブックではないので、点検・
整備の記録にはなりません。

１．機器情報登録を記入します。

２．整備時の冷媒の充塡・回収を記入
します。

６-⑥ 新規充塡・回収登録
（情報処理センターのみ利用し登録する場合）

１票

２票
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充塡回収業者の都道府県報告書、法で指定されている記録表をダウンロードすることがきます。

６-⑬-１ 報告書作成・閲覧
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６-⑬-２ 報告書作成・閲覧

都道府県報告様式（新様式）に合わせた
報告書を出力します。

個別に計算される場合は、行程管理票
一覧よりCSV作成にてダウンロードして下
さい。
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事業所登録とパターン１

事業所１ 事業所２

事業所１：同じ住所の施設に複数の冷凍空調機器を管理し、その施設を１つの事業
所として登録するケース１

事業所２：同じ管理者が所有（管理）する冷凍空調機器の所在地が複数の住所にわ
たるが、管理する全体を１つの事業所として登録するケース２

規模がそれほど大きくない管理者の場合は、算定漏えい量報告の管理者をケース１
あるいはケース２を報告の管理者（本社）として行うことができる。事業所登録の本社
情報と事業所の住所を同一とする。・・・統括申請による事業所の紐付けは不要

階層１



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
Japan Refrigerants and Environment Conservation Organization

事業所登録とパターン２

事業所2

本社：｢統括部署登録｣にて本社を登録する。

事業所：事業所の所在地と事業所名をそれぞれ登録し、本社情報欄には本社の
名称と住所を入れる。

紐付け：本社と事業所では｢統括部署支社申請｣あるいは｢支社申請・承認｣にて紐
付け作業を行える。

事業所１ 事業所3 事業所4 事業所5 事業所N

本社

階層１

階層２

本社から紐付けされた事業所すべての点検記録簿、行程管理票、算定漏えい量
など全ての情報を見ることができ、データのダウンロードができる。
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事業所登録とパターン３

本社：｢統括部署登録｣にて本社を登録する。階層３としての本社を設定する場合は本社チェック欄に
チェックを入れる。
支社：｢統括部署登録｣にて支社を登録する。
事業所：事業所の所在地と事業所名をそれぞれ登録し、本社情報欄には本社の名称と住所を入れる。
紐付け：ステップ１として、各支社の傘下にある事業所をその支社と紐付ける

ステップ２として、本社と各支社を紐付ける

本社は本社から紐付けされた支社、事業所すべての点検記録簿、行程管理票、算定漏えい量など
全ての情報を見ることができ、データのダウンロードができる。

事業所2事業所１ 事業所3 事業所4 事業所5 事業所N

支社１

階層１

階層２ 支社２ 支社３ 支社N

本社階層３

事業所2事業所１ 事業所3 事業所4 事業所5 事業所N

支社１

階層１

階層２ 支社２ 支社３ 支社N

本社階層３
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事業所登録とパターン4

本社に管理する冷凍空調機器が有る場合は、本社の機器を取りまとめる事業所として、
新たに｢事業所１｣を設定して、その｢事業所１｣の中で、本社の管理機器を登録します。
支社の場合も同様です。

統括部署（本社、支社）はその下の支社、事業所を紐付ける機能のみで、直接機器を
管理することはできません。

事業所2事業所１ 事業所3 事業所4 事業所5 事業所N

支社１

階層１

階層２ 支社２ 支社３ 支社N

本社階層３

事業所2事業所１ 事業所3 事業所4 事業所5 事業所N

支社１

階層１

階層２ 支社２ 支社３ 支社N

本社階層３



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
Japan Refrigerants and Environment Conservation Organization

紐付けの応用

事業所2

Ａ社の事業所の中でＢ社に関連する事業所をＢ社と別途紐付けることは可能。すなわち、
紐付けは１対１だけではなく、複数の相手と紐付けることができる。下記説明では、階層
２レベルで説明しているが、階層３レベルまで可能である。

事業所１ 事業所3 事業所4 事業所5 事業所N

Ａ社

階層１

階層２

Ｂ社はＢ社から、紐付けされた事業所すべての点検記録簿、行程管理票、算定漏えい量
など全ての情報を見ることができ、データのダウンロードができる。

Ｂ社
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階層１

階層２

階層３

営業所と支社のデータを本社で集計します。
本社は階層３、支社は階層２、営業所は階層１
階層１の事業所は、単なる事業所登録をするだけで、統括部署登録する必要はあり
ません。ただし、階層１、階層２の事業所は、統括部署登録した事業所と紐付けする
必要があります。

統括部署登録について
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統括部署登録作成フロー
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各事業所を事業所登録する必要があります。ここでは、神奈川営業所を事業所
登録します。 （統括部署登録ではありません。）

神奈川営業所
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神奈川営業所の機器を「東回収」が整備しました。

5TFT-SHY7-S85U

東回収

整備
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神奈川営業所（事業所登録）の整備記録簿機器一覧表です。
東回収（充塡回収業者）が整備した記録が表示されています。

神奈川営業所
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関東支社が、神奈川営業所へ統括申請をします。
メインメニューから、「支社申請・承認」ボタンをクリックします。

統括申請

関東支社
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関東支社が、上部にある「新規申請」をクリックします。

関東支社



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
Japan Refrigerants and Environment Conservation Organization

申請先（神奈川営業所）の事業者コードを入力します。
この事業者コードは予め通知しておいてもらう必要があります。

関東支社
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神奈川営業所には、統括部署支社申請されたことの案内メールが入ります。
営業所は、メインメニューの「統括部署支社承認」のボタンをクリックします。

神奈川営業所



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
Japan Refrigerants and Environment Conservation Organization

統括申請してきた関東支社が表示されています。
神奈川営業所として「承認」ボタンを押して統括申請を承認します。

神奈川営業所
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その後、統括部署としての関東支社で機器一覧表を見ると、傘下営業所の
神奈川営業所のデータが表示されています。

関東支社
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統括部署としての関東支社の支社一覧です。 「支社一覧」ボタンをクリックする
と統括している神奈川営業所が表示されています。

関東支社
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本社も統括部署登録をします。

本 社



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
Japan Refrigerants and Environment Conservation Organization

本社の場合は、本社欄に チェック を入れます。

本 社
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本社から関東支社統括部署・関西支社統括部署へ統括申請をします。

本 社
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統括した後、統括部署としての本社の機器一覧表を見ると、関東支社、関西支社、
神奈川営業所、京都営業所のデータが表示されています。

本 社
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統括部署登録した本社の支社一覧（統括部署一覧）です。
統括している傘下の部署（支社・営業所）全てが表示されています。

統括部署登録のあるもの（支社）と管理者登録だけのもの（営業所）
の２種類が表示されています。

本 社
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項目 支払者 内容 ポイント

1

廃棄時／
回収依頼書
再発行・破棄

廃棄者又は取次者
又は充塡回収業者

最初に行程管理票の回収依頼書を
発行する時
伝票の再発行及び破棄の時

100＋税

2

廃棄時／
再生・破壊依頼書 施行規則第49条

第1号の業者
左記の業者が再生・破壊依頼書を発行する時 100＋税

3
廃棄時／
再生証明書 再生処理業者 再生証明書を交付する時 100＋税

4

廃棄時／
破壊証明書 破壊処理業者 破壊証明書を交付する時 100＋税

5
(※1)

点検・整備記録簿
／機器管理番号 管理者

又は充塡回収業者

点検・整備記録簿作成時に機器管理番号の自動採番を選択
した時 500＋税

6
(※1)

点検・整備記録簿
／機器管理番号 管理者

又は充塡回収業者

点検・整備記録簿作成のための機器管理番号シールを購入
する時 600＋税

（現金）

7

点検時／情報処理センターへ
の登録依頼又は点検・整備記
録簿登録 充塡回収業者

機器点検後に充塡回収業者が登録内容を管理者へ承諾依頼
する時（承諾と共に情報処理センターへ登録される）

100＋税

8
(※2)

点検時／
点検・整備記録簿
更新料

管理者又は充塡回収業者

点検・整備記録簿の更新料（有効期間1年）（有効期間経
過後も閲覧や出力は可、新規入力は更新より1年間有効）

100＋税

ご利用料金について
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充填回収業者が、回収依頼書を代行入力して廃棄者
へ送る時にポイントが消費されます。

１

回収依頼書の
発行
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２２

４９条業者
処理依頼書
発行
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処理業者が、処理証明書を発行する時
（上記の場合は、破壊証明書発行時）

３
４

再生・破壊業者
処理証明書
発行
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５

機器管理番号の
自動採番発行
￥500+税
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予備

６

シールを購入して
機器管理番号を
取得 ￥600+税

機器管理番号シールのご購入
はトップページからお申し込み
いただけます。
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７

充塡回収業者が、充塡量・
回収量を情報処理センター
へ直接登録する場合

情報処理センターへ
直接登録する時
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更新料について（システムに登録した全ての機器に対して￥100+税）

簡易
点検
10月
無料

簡易
点検
7月
無料

簡易
点検
4月
無料

H28.6月
定期点検
¥100+税
更新料
¥100+税

機器
登録
H27.4

登録
料

定期点検
（１年に１回以上の機器）

H28.6月
簡易点検
無料
更新料
¥100+税

機器登録
H27.4

整備
H27.6

定期点検
（3年に1回以上の機器）

H30.6月
定期点検
¥100+税
更新料
¥100+税

機器登録
H27.4

整備
H27.6

※機器登録後１年以上経過後に整備をした時点で更新料がかかります。
なお、簡易点検機器で充塡又は回収した場合は、その時に整備記録簿作成のための費用が発生します。

１

３

２

簡易
点検
1月
無料

８ 更新料
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簡易点検記録簿について

管理者が、整備記録簿一覧表で該当する機器のログブックを開きます
操作の「簡易点検」をクリックします。



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
Japan Refrigerants and Environment Conservation Organization

簡易点検記録簿が表示されます



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
Japan Refrigerants and Environment Conservation Organization

点検項目の各項目にチェックを入れます。
「確認画面へ」から内容を確認して、登録します
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「簡易点検」をクリックすると、簡易点検記録【新規入力画面】と
簡易点検履歴表が表示されます。
この ３．簡易点検履歴 の「閲覧」をクリックすると過去の実施内容が表示されます
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過去の簡易点検記録簿です
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副ユーザー、準ユーザーの登録

ユーザー管理は、管理者が部下に機器の管理を代行させる時などに利用します。
正ユｰザーは、事業所登録した時のメール登録した担当者（管理者）。
正ユーザーは、下に複数の担当者（副ユーザー、準ユーザー）を作れます。
なお、承認メールは、正ユーザーにしか来ません。
また、異動などにより担当が変わった時は、上位のユーザーはそのユーザーを削除出来ます。
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今回説明のフロー

各ユーザーの違い

・正ユーザー
承諾メールは、正ユーザーにしか来ません。
よって、担当者へ通知する必要がある場合は、社内で転送
する必要があります。
異動があった場合、下位の副又は準ユーザーを削除すること
が出来ます。

・副ユーザー
下位の準ユーザーを作成したり削除することが出来ます。

・準ユーザー
下位のユーザーを作成することは出来ません。
会社情報の閲覧は出来ますが、変更は出来ません。
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正ユｰザーは、メインメニュー画面の「副ユーザー、準ユーザーの登録」ボタンを
クリックします。

作成方法
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現在、登録されている正ユーザーが表示されています。
「新規作成」ボタンを押します。
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ログインＩＤとパスワードを入力します。
ログインＩＤとメールアドレスは、登録されているものは使用出来ません。
副と準ユーザーどちらかのユーザーを選択して権限を与えます。
「新規登録」ボタンを押して、確定させます。

副ユーザー又は
準ユーザーの作成方法
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副ユーザーが登録されました。
副ユーザーは、教えてもらった ＩＤとパスワードでログインして、
作業をすることができます。


